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表
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(

管

理

課)

…

�

規

則

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
一
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
五
十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

登
記
簿
の
謄
本｣

を

｢

登
記
事
項
証
明
書｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中

｢登
記
簿
の
謄
本
｣

を

｢登
記
事
項
証
明
書
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
十
二
湖
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
二
号

青
森
県
十
二
湖
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
十
二
湖
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
条
例

(

平
成
十
一
年
七

月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

第
三
条
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関

す
る
条
例(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
十
二
湖
エ
コ
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ン
タ
ー

(

以
下

｢

セ
ン
タ
ー｣

と
い
う
。)

の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

(

開
館
時
間)

第
二
条

セ
ン
タ
ー
の
開
館
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
開
館
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

休
館
日
等)
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( )

第
三
条

セ
ン
タ
ー
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

月
曜
日

(

そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日)

二

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
同
項
の
休
館
日

以
外
の
日
に
休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

使
用
の
承
認)

第
四
条

セ
ン
タ
ー
の
レ
ク
チ
ャ
ー
室
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
申
込
書
を
知
事
に
提
出

し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
承
認

(

以
下

｢

使
用
の
承
認｣

と
い
う
。)

を
し
た
と

き
は
、
当
該
使
用
の
承
認
を
受
け
た
者
に
使
用
承
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

使
用
の
制
限
等)

第
五
条

知
事
は
、
セ
ン
タ
ー
を
使
用
す
る
者

(
以
下

｢

使
用
者｣

と
い
う
。)

が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
使
用
者
の
セ
ン
タ
ー
の
使
用
を
拒
み
、
そ
の
使
用
の
承
認
を

取
り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

他
の
使
用
者
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
。

三

不
正
な
手
段
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
た
と
き
。

四

こ
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

原
状
回
復
等)

第
六
条

使
用
者
は
、
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
又

は
汚
損
し
た
と
き
は
、
原
状
に
復
し
、
又
は
現
品
若
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
代
価
を
も
っ
て
弁

償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
七
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ

せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

青
森
県
十
二
湖
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務

二

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

三

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
開
館
時
間
等)

第
八
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指

定
管
理
者
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
セ
ン
タ
ー
の
開
館
時
間
及
び
休

館
日
は
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
一
項
に
定
め

る
開
館
時
間
及
び
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
休
館
日
を
基
準
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認

を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
開
館
時
間
を

変
更
し
、
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
当
該
休
館
日
以
外
の
日
に

休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
附
則
第
三
項
の
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
白
神
山
地
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
三
号

青
森
県
白
神
山
地
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
白
神
山
地
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
規
則

(

平
成
十
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
三
条｣

を

｢

第
五
条
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す

る
条
例

(
平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

セ
ン
タ
ー
の
長

(

以
下

｢

館
長｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

知
事｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢
館
長｣

を

｢

知
事｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢
映
像
体
験
ホ
ー
ル
、｣

を
削
り
、｢

館
長｣

を

｢

知
事｣

に
改
め
、
同
条
第

二
項
中

｢

館
長｣

を

｢

知
事｣
に
、

｢

申
込
者｣

を

｢

使
用
の
承
認
を
受
け
た
者｣

に
改
め
る
。
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( )

第
五
条
中

｢

館
長｣

を

｢

知
事｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
七
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ

せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

青
森
県
白
神
山
地
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務

二

使
用
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

三

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
開
館
時
間
等)

第
八
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指

定
管
理
者
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
セ
ン
タ
ー
の
開
館
時
間
及
び
休

館
日
は
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
一
項
に
定
め

る
開
館
時
間
及
び
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
休
館
日
を
基
準
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認

を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
開
館
時
間
を

変
更
し
、
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
当
該
休
館
日
以
外
の
日
に

休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
白
神
山
地
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(
平
成
十

七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
十
五
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
四
号

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例

(

昭
和
四
十
八
年
十
月
青
森
県

条
例
第
三
十
八
号)

第
三
条
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー

(

以
下

｢

セ
ン
タ
ー｣

と
い
う
。)

の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

利
用
時
間)

第
二
条

セ
ン
タ
ー
の
利
用
時
間
は
、
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
及
び
午
後

五
時
か
ら
午
後
八
時
三
十
分

(

宿
泊
を
伴
う
利
用
に
あ
っ
て
は
、
翌
日
の
午
前
九
時)

ま
で
と
す

る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
利
用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

休
館
日
等)

第
三
条

セ
ン
タ
ー
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

火
曜
日

(

そ
の
日
が
次
号
に
掲
げ
る
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
以
後
の
そ
の
日
に

最
も
近
い
当
該
休
日
で
な
い
日)

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日

三

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
同
項
の
休
館
日

以
外
の
日
に
休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

利
用
の
承
認)

第
四
条

セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
申
込
書
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

利
用
の
制
限
等)

第
五
条

知
事
は
、
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者

(

以
下

｢

利
用
者｣

と
い
う
。)

が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
利
用
者
の
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
拒
み
、
そ
の
前
条
の
規
定
に

よ
る
利
用
の
承
認

(

以
下

｢

利
用
の
承
認｣

と
い
う
。)

を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
利
用
を
制
限

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
。

三

不
正
な
手
段
に
よ
り
利
用
の
承
認
を
受
け
た
と
き
。

四

こ
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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( )
(

原
状
回
復
等)

第
六
条

利
用
者
は
、
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
又

は
汚
損
し
た
と
き
は
、
原
状
に
復
し
、
又
は
現
品
若
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
代
価
を
も
っ
て
弁

償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
七
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ

せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

更
生
相
談
、
機
能
訓
練
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

養
成
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
職
員
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
身
体
障
害
者
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
事
業
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二

利
用
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

三

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
利
用
時
間
等)

第
八
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指

定
管
理
者
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
セ
ン
タ
ー
の
利
用
時
間
及
び
休

館
日
は
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
一
項
に
定
め

る
利
用
時
間
及
び
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
休
館
日
を
基
準
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認

を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
利
用
時
間
を

変
更
し
、
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
当
該
休
館
日
以
外
の
日
に

休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
附
則
第
六
項
の
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
五
号

青
森
県
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
規
則

(

平
成
十
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

規
則
は｣

の
下
に

｢

、
青
森
県
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
条
例

(

昭
和
四
十
四

年
三
月
青
森
県
条
例
第
八
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
四
条
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ

る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に

基
づ
き｣

を
加
え
、

｢

利
用｣

を

｢

管
理｣

に
改
め
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

開
館
時
間)

第
二
条

視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
開
館
時
間
は
、
青
森
県
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
に

あ
っ
て
は
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
、
青
森
県
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー

に
あ
っ
て
は
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
六
時
ま
で
と
す
る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
開
館
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
中

｢

視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
点
字
刊
行
物
及
び
視
覚
障
害
者
用
の
録
音
物
並
び

に
聴
覚
障
害
者
用
の
録
画
物

(

以
下

｢

点
字
刊
行
物
等｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

点
字
刊
行
物
等｣

に

改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

休
館
日
等)

第
三
条

視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

青
森
県
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日

二

青
森
県
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
火
曜
日

(

そ
の
日
が
次
号
に
掲
げ
る
休

日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
以
後
の
そ
の
日
に
最
も
近
い
当
該
休
日
で
な
い
日)

三

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日

四

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
同
項
の
休
館
日

以
外
の
日
に
休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

利
用
の
制
限
等)

第
四
条

知
事
は
、
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
を
利
用
す
る
者(

以
下｢

利
用
者｣

と
い
う
。)

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
利
用
者
の
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

の
利
用
を
拒
み
、
又
は
そ
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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( )

一

他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
そ

れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

三

こ
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
管
理
運
営
上
支

障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

本
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
六
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢
指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供

施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

青
森
県
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務

二

青
森
県
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務

三

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
開
館
時
間
等)

第
七
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指

定
管
理
者
に
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
視
聴
覚
障

害
者
情
報
提
供
施
設
の
開
館
時
間
及
び
休
館
日
は
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
開
館
時
間
及
び
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
休
館
日
を

基
準
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ

ら
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
開
館
時
間
を

変
更
し
、
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
当
該
休
館
日
以
外
の
日
に

休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三

月
青
森
県
条
例
第
六
号)

附
則
第
七
項
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
国
有
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
六
号

青
森
県
国
有
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
国
有
財
産
管
理
規
則

(

平
成
七
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中

｢

明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四
号)

第
十
七
条｣

を

｢

平
成
十
六
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
十
四
条
第
一
項｣

に
改
め
、

｢

写
し｣

の
下
に

｢
(

地
図
が
電
磁
的
記
録

(

電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。)

に
記
録
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
証
明
し
た
書
面)

｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
水
族
館
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
七
号

青
森
県
水
族
館
規
則

(
趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
水
族
館
条
例

(

昭
和
五
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号)

第
七

条
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森

県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
族
館
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

(

開
館
時
間)

第
二
条

水
族
館
の
開
館
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
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( )

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
開
館
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

休
館
日
等)

第
三
条

水
族
館
の
休
館
日
は
、
定
め
な
い
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
館
日
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

(

利
用
の
制
限
等)

第
四
条

知
事
は
、
水
族
館
を
利
用
す
る
者

(

以
下

｢

利
用
者｣

と
い
う
。)

が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
利
用
者
の
水
族
館
の
利
用
を
拒
み
、
又
は
そ
の
利
用
を
制
限
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

水
族
館
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ
る

と
き
。

三

こ
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
水
族
館
の
管
理
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
水
族
館
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

原
状
回
復
等)

第
五
条

利
用
者
は
、
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
水
族
館
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
又
は

汚
損
し
た
と
き
は
、
原
状
に
復
し
、
又
は
現
品
若
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
代
価
を
も
っ
て
弁
償

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
六
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
水
族
館
の
管
理
を
行
わ
せ

る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

魚
類
、
海
獣
等
の
飼
育
及
び
展
示
に
関
す
る
こ
と
。

二

水
族
館
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
企
画
、
広
報
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

水
族
館
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
水
族
館
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
業
務

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
開
館
時
間
等)

第
七
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指

定
管
理
者
に
水
族
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
水
族
館
の
開
館
時
間
及
び
休
館
日

は
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
開

館
時
間
及
び
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
休
館
日
を
基
準
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受

け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
開
館
時
間
を

変
更
し
、
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
当
該
休
館
日
以
外
の
日
に

休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
水
族
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例

第
四
十
四
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
号

平
成
四
年
四
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
三
百
八
号

(

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定

め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

四
、
三
一
三
円

一
三
、
三
〇
一
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
一
五
〇
円

一
三
、
三
〇
一
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
九
七
九
円

一
三
、
三
六
七
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
七
〇
一
円

一
六
、
五
六
二
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
一
九
三
円

一
九
、
五
五
三
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
三
〇
九
円

二
一
、
九
二
六
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
一
六
四
円

二
三
、
一
八
四
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
六
二
二
円

二
三
、
六
〇
九
円



( )

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
期
間
に
係
る
傷

病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金

(

以
下

｢

年
金
た
る
補
償｣

と
い
う
。)

及

び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

原

田

和

夫

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
七(

管
理
職
手
当)

の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
告
示
十
七
第
二
号

平
成
十
一
年
六
月
九
日
人
事
委
員
会
告
示
十
一
第
二
号

(

労
働
基
準
法
別
表
第
一
の
号
別
区
分)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

原

田

和

夫

別
表
の
第
三
号
の
項
中

｢

同
各
ダ
ム
管
理
所｣

を

｢

同
目
屋
ダ
ム
管
理
所｣

に
改
め
、
同
表
の
第

十
三
号
の
項
中

｢

職
員
診
療
所
、｣

を
削
る
。
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五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
一
二
七
円

二
三
、
六
〇
七
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
三
七
〇
円

二
〇
、
六
四
八
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
一
六
〇
円

一
四
、
三
六
六
円

七
十
歳
以
上

四
、
一
六
〇
円

一
三
、
三
〇
一
円

保
健
大
学
学
部
長

保
健
大
学
学
部
長

保
健
大
学
健
康
科
学
研
究
科
長



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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